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　子育てに関する悩みや質問がある方は、お気軽にご相談ください。
　また、地域の方からの連絡・相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための一歩となります。

物子育て支援課☎奮８４１

児童虐待とは…
●身体的虐待‥殴る、蹴る、たたく、投げ
落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせ
る、溺れさせる、家の外にしめだすなど
●性的虐待‥子どもへの性的行為、性的行
為を見せる、ポルノグラフィの被写体にす
るなど
●ネグレクト‥乳幼児を家に残して外出す
る、食事を与えない、ひどく不潔なままに
する、自動車の中に放置する、重い病気に
なっても病院に連れて行かない、他の人が
子どもに暴力を振るうことなどを放置する
など
●心理的虐待‥言葉により脅かす、無視す
る、きょうだい間で差別的な扱いをする、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふる
う（ＤＶ）など

　子育ては思い通りにならないものです。
子どもが言うことをきかないと、イライラ
し、たたいたり、怒鳴ったりしたくなるこ
ともあると思います。一見、体罰や暴言に
は効果があるように見えますが、恐怖によ
り子どもをコントロールしているだけで、な
ぜ叱られたのか子どもが理解できていない

こともあります。
　最初は「愛の鞭」のつもりでも、いつの
間にか「虐待」へとエスカレートしてしま
うこともあります。体罰や暴言による「愛
の鞭」は捨ててしまいましょう。そして、
子どもの気持ちに寄り添いながら、みんな
で前向きに育んでいきましょう。

介護に関する相談窓口
●高齢期の心配ごと
　地域で暮らす高齢者とその家族の介護、福祉、医療などに
関する、さまざまな相談に応じます。
物東部地域包括支援センターやしお苑☎９９８－８８９５
　西部地域包括支援センターケアセンター八潮☎９９４－５５６２
　南部地域包括支援センター埼玉回生病院☎９９９－７７１７
　北部地域包括支援センターやしお寿苑☎９３０－５１２３
●認知症介護に関する相談
　介護の経験者が、認知症の方や家族の立場で相談に応じま
す。
腹月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前１０時～午後３時
物認知症の人と家族の会埼玉県支部☎０４８－８１４－１２１０
●仕事と介護の両立に関する相談
　相談に応じるほか、必要なサービスの窓口や、役に立つ情
報の提供を行います。
腹月・水・金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前９時～午後４時３０分
物県仕事と生活の両立支援相談窓口☎０４８－８３０－４５１５

在宅医療・療養に関する相談窓口
　住み慣れた地域で安心して在宅医療が受けられるよう、本人やそ
の家族などからの在宅医療・療養に関する相談を受け付けています。
また、医療・介護の関係者が、市民に在宅療養サービスを継続して
提供できるよう、サポートしています。
腹月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前９時～午後５時
複草加市中央１－５－２２（草加市保健センター内）
物草加八潮医師会在宅医療サポートセンター
　☎９５９－９９７２、鯖９５９－９９８２

啓発事業
腹１１月１２日㈭～１８日㈬
複市役所１階ロビー
淵啓発ポスターの掲示、関連パンフレットなどの配布

■相談窓口（受付時間は、個別にお問い合
わせください）
・虐待が疑われる時など
市子育て支援課 ☎奮８４１
草加児童相談所 ☎９２０－４１５２
・乳幼児の子育ての悩みについて
子育てコーディネーター（利用
者支援事業）
（やしお子育てほっとステーシ
ョン内）

☎９５１－０２２９

子育て相談（だいばら児童館） ☎９９９－０３２１
・子育て全般、発達、こころの健康などについて
市家庭児童相談室 ☎奮４７２
不登校・いじめについて
（教育相談所） ☎９９５－００７７

草加保健所 ☎９２５－１５５１
子どもスマイルネット（県） ☎０４８－８２２－７００７

保健センターでの相談　☎９９５－３３８１
保健師・助産師による妊娠・
出産・子育て期までの悩みに
ついて

にじいろ子育て相談
室

乳幼児の子育ての悩みについて 乳幼児相談
発達の相談について すこやか相談
臨床心理士による子育て上の
悩み、不安などの相談 ママのこころの相談

子育てへの不安などをお持ち
の方たちが集い、自由に話し
交流

子育てメンタルサロ
ン（登録制）

「１８９（いちはやく）　ちいさな命に　待ったなし」 １１月は児童虐待防止月間

こんなサインを見落としていませんか？
　連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や
連絡内容に関する秘密は守られます。
●子どもについて
・�いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り
声がする

・不自然な傷や打撲のあとがある
・衣類やからだがいつも汚れている
・落ち着きがなく乱暴である
・表情が乏しい、活気がない
・夜遅くまで１人で家の外にいる
●保護者について
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子育てに関して拒否的・無関心である
・子育てに関して強い不安や悩みを抱えている
・子どものけがについて不自然な説明をする

　国では、１１月１１日を『介護の日』、１１月３０日を『人生会議の日』
と定めています。これを機会に、介護・在宅医療・療養につい
て考えてみましょう。

物長寿介護課☎奮４４８

１１月１１日は介護の日、１１月３０日は人生会議の日１１月１１日は介護の日、１１月３０日は人生会議の日

「しつけ」が行き過ぎると虐待にあたることもあります
子どもを健やかに育むために　～愛の鞭ゼロ作戦～

※一部のIP電話からはつながりません。
お住まいの地域の児童相談所につながります。

児童相談所
全国共通

虐待かもと
思ったら 1 8 9

いち はや く

3桁
ダイヤル

私と家族の安心ノート（エンディングノート）の配布
　高齢者が終末期にどのような意向を持っているのか、家族で話し
合うきっかけとして「私と家族の安心ノート」を配布しています。
　ぜひ、ご活用ください。
配布場所　長寿介護課（市ホームページからダウンロード可）
覆市内在住の６５歳以上の方
沸無料


